
 

地域住民と観光振興が両立する持続可能な民泊制度の実現を求める意見書 

 

 訪日外国人旅行者の増加に伴い、住宅宿泊事業（民泊）は宿泊需要への対応や地

域経済の活性化に大きく寄与している。一方で、住宅地における騒音やごみ出しル

ールの逸脱、近隣住民とのトラブル、違法民泊の存在など、住民生活への影響も顕

在化しており、地域との共生が重要な課題となっている。観光立国の推進と地域住

民の生活環境の保全が両立する持続可能な民泊制度の実現に向け、必要な法制度の

整備及び運用の改善を図られるよう強く求める。 

ついては、国におかれては、違法民泊の取締り及び監督体制を一層強化するとと

もに、適正な事業運営の徹底、地方自治体の監視・指導体制に対する財政的・人的

支援の充実、事業者及び宿泊者への生活ルールの周知徹底、多言語による情報発信

など、地域住民の安全・安心を確保するため、次の事項についての措置を講じるよ

う強く要望する。 

 

１ 違法民泊の取締り及び監督体制の一層の強化を図ること。 

２ 適正な事業運営の徹底を図るとともに、地方自治体が行う監視・指導体制に対 

する財政的・人的支援を拡充すること。 

３ 事業者及び宿泊者に対し、生活ルールの周知を徹底するとともに、多言語によ 

る情報発信及び苦情相談体制の充実を図ること。 

４ 火災や災害、事件・事故等に備えた安全対策を徹底し、地域住民の安全・安心 

の確保に努めること。 

５ 観光立国の推進と地域住民の生活環境の保全が両立する持続可能な民泊制度の 

実現に向け、必要な法制度の整備及び運用の改善を図ること。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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